[image: ]　新たな認定品を募集します！！




町内で生産、製造等される食品、工芸品、農産物等を町内外に広くＰＲするため「みずほブランド認定事業」を実施します。瑞穂町を代表するものを「みずほブランド」として認定し、認知度・知名度の向上を図り、町内の農商工の振興、地域の活性化、町のイメージアップにつながることを目的とします。
募集期間　令和７年１２月１日（月曜日）～１２月２６日（金曜日）
申請資格
（1） 町内に住所を有する個人又は法人、若しくは町内に所在する事業所に勤務していること。
（2） 生産又は製造若しくは販売に当たり、関係法令に違反していないこと。
（3） 第三者からの苦情、要望等に対し、適切に処理が行えること。
申請方法
　「みずほブランド認定要綱」をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載し、関係資料を添付し申請してください。
申請の種別
　名産品…町内で製造された食品及び工芸品等
　特産品…農産物の一次産品
　※一次産品…農業等の生産物で加工される前のもの
申請先
　瑞穂町商工会
選定・認定
　申請先にてそれぞれの基準に沿って選定し、選定結果を受けて町長が、みずほブランドに認定します。認定されたものには、認定書を交付します。
認定期間　[image: ]

　認定日より５年間　　　　　　　　　　　　　　　
認 定 料
　５，０００円　　　　　　　　　　　　　　
問い合わせ
名産品について　商工会　　　５５７－３３８９
特産品について　産業経済課　５５７－７６３０　　　
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